
目 的 特定・教育保育施設において即戦力として活躍できる保育士等を確保し、教育・保育の質の向上を図ります。

対 象

（支給要件）

過去に市内の民間特定教育・保育施設で保育士等として勤務した者で、以下の要件を全て満たすことが必要です。

1. 退職した理由が以下のいずれかである者

ア 結婚、育児、介護、看護、病気やけがの治療等を理由に勤務することが困難となり、やむを得ず退職した者

イ 留学、就学、転職等キャリアアップのために退職した者

2. 退職の前に保育士等として在職した期間が、市内の同法人施設で３年以上ある者（休職、停職、育児休業期間でその

期間が１箇月以上ある場合、在職期間から除算）

3. 退職の日の翌日から起算して１年を経過した者で、現に保育士等として、就労していないもの

4. 令和６年４月１日以降に、市内の同法人施設に雇用された者

5. ６箇月以上連続して月９６時間以上の勤務をする者

支 給 額 １００，０００円（１人１回限り。申請者個人の口座に支給します。）

手 続 き

1. 「岸和田市保育士キャリアリターン一時金交付申請書」を提出していただきます。 添付資料：保育士登録証、在職証明書

2. 内容を審査し、適正であれば「岸和田市キャリアリターン一時金交付決定通知書」を通知します。

3. 決定通知後、「岸和田市キャリアリターン一時金交付請求書」を提出していただきます。

4. 指定日にご指定の口座に振り込みます。

お問合せ：子育て施設課

072-423-9482


